
令和６年度第１回

熱海伊東地域医療協議会

令和６年７月12日（金）

18:30～Web会議（Zoom）

次 第

〇 議 題

１ 在宅医療等の設定

２ 静岡県保健医療計画における医療連携体制を担う医療機関の変更

〇 その他

１ HPVワクチンキャッチアップ接種の促進



職　　　名 氏　　　名 備考

熱海市長 齊藤　 栄 出(Web)

伊東市長 小野　達也
代理出席
松下健康福祉部長

熱海市医師会長 渡辺　英二 出(会場)

伊東市医師会長 岡田　典之 出(Web) 新

熱海市歯科医師会長 立山　康夫 出(Web)

伊東市歯科医師会長 稲葉　雄司 出(Web)

伊東熱海薬剤師会長 前田　修 出(Web) 新

伊東熱海薬剤師会副会長 森　佳美 出(Web)

国際医療福祉大学熱海病院長 山田　佳彦 出(Web) 新

伊東市民病院管理者 川合　耕治 出(Web)

伊東市地域行政連絡調整協議会長 髙橋　義典 出(Web) 新

熱海市健康づくり推進委員連絡会長 石黒　葉子 出(会場)

伊東市保健委員連絡協議会長 桑原　佳代 出(Web)

静岡県熱海保健所長 下窪　匡章 出(会場) 新

欠席

熱海市町内会長連合会長 石井　倭雄

令和６年度第１回　熱海伊東地域医療協議会　出席者名簿

（令和６年７月12日開催）
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資料１

在宅医療圏等の設定

〈圏域内在宅医療の現況〉

〇 高齢者人口も医療介護需要も今後は下がっていく局面

〇 在宅医療と介護保険事業の連携については、両市において既に必要な体制を構築

〇 他圏域に比べ、在宅の看取りが進んでおり、現状では病床の面でも恵まれていることから、新しい

施策を講じなくても医療逼迫は回避できる見通し

〈連携拠点設定の考え方〉

① 両市が進める在宅医療・介護連携推進事業において、「在宅医療の体制構築に係る指針」

（厚生労働省）に掲げられた目標を既に達成、又は将来達成できる見通し

［目標］

・多職種協働による包括的かつ継続的な在宅医療の提供体制の構築を図ること

・在宅医療に関する人材育成を行うこと

・在宅医療に関する地域住民への普及啓発を行うこと

・災害時及び災害に備えた体制構築への支援を行うこと

② 両市以外を連携拠点に設定すると、両市の事業と重複し、効率性を損なう恐れがある

③ 今後、高齢者以外の者への在宅医療について、国や県の方針等が整理された場合には、必要

に応じて連携拠点のあり方を考える。

在宅医療圏 連携拠点（案） 積極的医療機関

熱海伊東

熱海市 （調整中）

伊東市 （調整中）
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資料 ２

名　　称 所在地 摘要

医療機関 削除 伊東市民病院 伊東市
令和５年度調査結果に
よる

名　　称 所在地 摘要

薬局 追加 アサカ薬局　銀座元町店 伊東市
薬局機能情報の定期
報告による

静岡県保健医療計画における医療連携体制を担う医療機関の変更

医　療　機　関　等　

 精神疾患の「PTSD治療」を担う医療機関

医　療　機　関　等　

 がんの「在宅緩和ケア」を担う医療機関（薬局）

区分 項　　　　　目
追加
削除
の別

精
神
疾
患

区分 項　　　　　目
追加
削除
の別

が
ん

3



静岡県保健医療計画

（７）PTSD

○　精神疾患の「PTSD治療」を担う医療機関

２次保健医療圏

1 熱海伊東

（２）在宅緩和ケア③

〇　がんの「在宅緩和ケア」を担う医療機関（薬局）
２次保健医療圏

1 熱海伊東
2 熱海伊東
3 熱海伊東
4 熱海伊東
5 熱海伊東
6 熱海伊東
7 熱海伊東
8 熱海伊東
9 熱海伊東
10 熱海伊東
11 熱海伊東
12 熱海伊東
13 熱海伊東
14 熱海伊東
15 熱海伊東
16 熱海伊東
17 熱海伊東
18 熱海伊東
19 熱海伊東
20 熱海伊東
21 熱海伊東
22 熱海伊東
23 熱海伊東
24 熱海伊東
25 熱海伊東
26 熱海伊東
27 熱海伊東
28 熱海伊東
29 熱海伊東
30 熱海伊東
31 熱海伊東
32 熱海伊東
33 熱海伊東
34 熱海伊東
35 熱海伊東
36 熱海伊東
37 熱海伊東
38 熱海伊東
39 熱海伊東

変更後

【６】　精神疾患

医療機関名

－

【１】　がん

薬局名
かもめ薬局
スミレ薬局
ながつき薬局熱海店
メグミ薬局
有限会社高橋薬局
おおぞら薬局みはらし店
うさぎ薬局岡店
うさぎ薬局和田店
くるみ薬局伊豆高原店
ポプラ薬局川奈店
堀野薬局宇佐美店
ほりの薬局瓶山店
湧気薬局
アサカ薬局
みらい薬局
うさぎ薬局　下多賀店
株式会社　秋本薬局
株式会社前島照子薬局
つばめ薬局
今木薬局
あすなろ薬局
うさぎ薬局　湯川店
おおぞら薬局荻店
うさぎ薬局湯の花店
ウエルシア薬局熱海中央店
ウエルシア薬局ラスカ熱海店
ユーアイ薬局
たま薬局　熱海店
アサカ薬局　中央町店
アイン薬局宇佐美店
うさぎ薬局　宇佐美店
うさぎ薬局広野店
アイン薬局伊豆高原店
岡田薬局
共創未来　伊豆多賀薬局
うさぎ薬局　大室高原店
さくらんぼ薬局
薬局１２３
アサカ薬局  銀座元町店
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（件名）

ＨＰＶワクチンキャッチアップ接種の促進

（静岡県健康福祉部感染症対策課）

１ 概要

令和４年４月からＨＰＶワクチンの積極的勧奨が再開され、積極的勧奨を差控えていた時

期に接種を逃した方にキャッチアップ接種を勧めている。キャッチアップ接種は、令和７年

3月末までとなっており、それまでに接種を終了するためには、遅くとも令和６年９月まで

に初回接種の実施が必要となる。そのため、静岡県においては、高校や大学、企業等へ周知

を強化している。接種を希望される方が接種できる体制を整えるため、各関係機関への周知

をお願いしたい。

(1) ＨＰＶワクチンの概要

小学校６年から高校１年相当までの女子を対象に、子宮頸がんの原因となるヒトパピ

ローマウイルスの感染を防ぐＨＰＶワクチンを定期接種として実施している。

標準的な接種方法は、次のとおりワクチンの種類によって異なる。

２価：１月の間隔をおいて２回目、１回目の注射から６月の間隔をおいて３回目

４価：２月の間隔をおいて２回目、１回目の注射から６月の間隔をおいて３回目

９価：２月の間隔をおいて２回目、１回目の注射から６月の間隔をおいて３回目（※）

（※）１回目を15歳になるまでに接種した場合、６月の間隔をおいて２回目

(2) 積極的勧奨の再開の概要

子宮頸がんなどの原因となるヒトパピローマウイルスの感染を防ぐＨＰＶワクチンに

ついて、令和３年11月26日付け厚生労働省健康局長通知により、積極的な接種勧奨の

再開が決定された。また、令和３年12月28日付け厚生労働省健康局健康課事務連絡に

より、キャッチアップ接種の期間等について通知があった。

※キャッチアップ接種とは、ＨＰＶワクチンの積極的勧奨の差し控えにより接種機会を逃し

た方に対して、公平な接種機会を確保する観点から、時限的に、従来の定期接種の対象年

齢を超えて公費による接種を行うこと。

２ 経緯

ＨＰＶワクチンは、国内では、平成25年４月から定期接種となっているが、接種後の

持続的な疼痛や運動障害などの報告が相次ぎ、国は、定期接種のまま、同年６月に、対象

者への個別案内などの積極的な勧奨を行わないように自治体に求めていた。

世界保健機構（ＷＨＯ）は、ワクチン接種による子宮頸がんの予防を推奨している。国

の専門部会では、令和３年11月「再開を妨げる要素はない」とした。（第72回厚生科学審

議会予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会、令和３年度第22回薬事・食品衛生審議会

医薬品等安全対策部会安全対策調査会）。令和４年４月から積極的接種勧奨再開。

区分 積極的な接種勧奨の再開 キャッチアップ接種※

開始時期 令和４年４月１日 令和４年４月１日

期間 令和４年４月１日～令和７年３月31日

Ｒ６年度

対象者
平成９年度生まれ～平成19年度生まれ
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３ 積極的勧奨の再開における対応

○県内市町の実施状況

４ 啓発活動

５ 県内の接種率（３回目）

※第 94 回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会、令和５年度第５回薬

事・食品衛生審議会医薬品等安全対策部会安全対策調査会（令和５年７月28日）より

※接種率：「接種者数（対象年齢の内、年度の末日までに接種した者）」を「対象者人口（標

準的な接種年齢期間の総人口）」で除して算出している。

６ 県内の協力医療機関

県では、ＨＰＶワクチンの接種後に生じた広範な疼痛又は運動障害を中心とする多様な

症状を呈する患者に対して、より身近な地域において適切な診療を提供するため、厚生労

働省の通知に基づき、協力医療機関を指定している。

区分 内容

予診票等の

個別配付

定期接種の対象者 県内35の全ての市町で対応中

キャッチアップ接種

の対象者
県内35の全ての市町で対応中

償還払いの実施
県内35の全ての市町で実施中

（一部、対象者が想定されていない市町あり）

年度 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｒ元 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４

全国 1.1％ 0.5％ 0.3％ 0.3％ 0.8％ 1.9％ 7.1％ 26.2%※ 30.2%※

静岡県 1.2％ 0.5％ 0.3％ 0.4％ 0.8％ 2.6％ 13.2％ 28.6% 36.3%

年 度 取 組 内 容

Ｒ５ 県民関心向

上

（県職員）

・健康指導課と連携し、キャッチアップ接種対象者にアンケート

を実施し、結果を報道提供

（包括連携協力企業との連携）

・当該企業に働き掛け、積極的な周知や職域接種を実施（小児科

医会と連携実施）することを報道提供

県民への周

知

・（各市町へ依頼）市・町民へのキャッチアップ接種終了に係る

周知を依頼

・県民だより（情報広場）等による広報

・ＨＰＶ東海ブロック拠点病院が作成した学校関係者向けパンフ

レットを活用し、県教育委員会を通じて県内各高校等に配布

Ｒ６ 各種団体に

向けた啓発

・小児科医会等の関係団体と連携した啓発活動

・学校等の要請に講じて随時説明会等への参加

・包括連携企業以外の企業への周知（経済団体への周知、企業等

への訪問等）

県民への周

知

・県内高校、特別支援学校、大学、短大及び専修学校等に向けに

周知

・予防医学協会広報誌「けんこう静岡」による広報

・県民だより、Ｋ－ｍｉｘラジオ放送等マスメディアを活用した

広報
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